
水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

全部

非 常 警 報 設 備

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

誘 導 灯

避 難 器 具

全部

漏 電 火 災 警 報 器
契 約 電 流 容 量

延面積一 般

500㎡以上一 般

通 路

客 席

2 階 以 上 の 階 ・ 地 階

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

収容人員300人以上

（水噴・泡・不活性・粉末）
400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

床面積

注9

300㎡以上

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

自 動 火 災 報 知 設 備

駐 車 場 用 途 部 分

地階・無窓階又は３階以上 300㎡以上

延面積

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

排 煙 設 備

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

500㎡以上舞 台 部

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

床面積

全部

注4

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

（不活性・ハロゲン・粉末）

（不活性・ハロゲン・粉末）

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　　100㎡以上

平 屋 建 以 外

地 階 ・ 無 窓 階

注2

床面積
地階・無窓階・4階以上の階 300㎡

その他の階　　　　　　　　　  500㎡

（屋上部分）

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
屋上 300㎡以上

地階・2階以上の階

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

500㎡以上

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

防 炎 防 火 対 象 物

一 般

全部

全部

延面積　　500㎡以上

注1

高 層 建 築 物

指 定 可 燃 物

地階・2階以上の階

1号消火栓
又は

2号消火栓

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積　　1,500㎡以上

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積 6,000㎡以上

床面積 1,000㎡以上

屋 上 部 分

消 火 器 少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般

階数11以上（地階を除く）のもの

注8　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注9　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注10を除く。

注10　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注2　総務省令で定める部分（規則13：スプリンクラー代替区画）を除く。

注3　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

　　   ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

舞 台 部

注1　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

延面積 300㎡以上、 特定一階段等防火対象物 注5

有 資 格 者 点 検 対 象 物

・地階を除く階数が15以上であり、かつ延面積30,000㎡以上

注2

200㎡以上

1階 500㎡以上

(１)項イ　劇場・映画館・演芸場・観覧場
項 目

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋客席部分の数

イ
正面幅

（端数切捨）
0.4ｍ

0.5㎡

固定式いす席数
（長いす式は
個々ごと）

その他の部分
床面積

ロ
床面積

0.2㎡

ハ

基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

立見席

　（ます席、畳席、移動いす部分等）

注7　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

延面積 1,000㎡以上、 特定一階段等防火対象物 注5

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

注4　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは床面積を合計する。ただし、屋外消火栓設備にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては１）以上ないもの。

地階を除く階数11以上一 般

一 般
・延面積50,000㎡以上

注6　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

無 線 通 信 補 助 設 備

避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上 注7

避 難 口 全部 注8

（上記以外の部分）

床面積通 信 機 器 室

屋 外 消 火 栓 設 備

一 般

注6
50アンペアを超えるもの

11 階 以 上 の 階

1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火：

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上 注4

指 定 可 燃 物

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

注10

200㎡以上当該用途の床面積

延面積

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

全部

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げ
る防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

注5

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

（床面積1,000㎡以上は、B級以上　　その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上）

（床面積1,000㎡以上は、B級以上　　その他は、C級以上)

標 識

3 階 以 上 の 階

500㎡以上

床面積

全部

全部

地階・2階以上の階　

収容人員50人以上（主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く）

600㎡以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階

200㎡以上
床面積

9,000㎡以上、 準耐：

300㎡以上

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

駐 車 場

200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

200㎡以上
かつ350ｋｗ以上

指 定 可 燃 物

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積

通 信 機 器 室 床面積

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

注3

1階 500㎡以上

床面積



注10

注５特定一階段等防火対象物

全部

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げ
る防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

避 難 器 具

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

一 般

注7

誘 導 灯

避 難 口

通 路

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延べ面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

排 煙 設 備

・地階を除く階数が5以上で、延べ面積6,000㎡以上

注4

（床面積1,000㎡以上は、B級以上　　その他は、C級以上)

400㎡以上 （上記以外の部分）

全部 注8

床面積 500㎡以上

標 識

客 席

注9

舞 台 部

収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

2 階 以 上 の 階 ・ 地 階

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上

全部

全部

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

（床面積1,000㎡以上は、B級以上　　その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上）

全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上、 特定一階段等防火対象物 注５

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

一 般

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

階数11以上のもの（11階以上の階）

・地階を除く階数が7以上

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの ・地階の延面積5,000㎡以上

全部点 検 ・ 報 告 対 象 物

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

非 常 警 報 設 備

一 般

契 約 電 流 容 量

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

延面積

漏 電 火 災 警 報 器
延面積 300㎡以上

注6
50アンペアを超えるもの

一 般 500㎡以上

収容人員300人以上

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

11 階 以 上 の 階

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分

一 般

自 動 火 災 報 知 設 備

通 信 機 器 室

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

延面積　　300㎡以上

全部

床面積

床面積 500㎡以上

注5

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

600㎡以上 （屋上部分）

屋 外 消 火 栓 設 備 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他：

指 定 可 燃 物
（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

3,000㎡以上 注41 ・ 2 階 床 面 積 合 計

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上

床面積

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

200㎡以上
かつ350ｋｗ以上

（不活性・ハロゲン・粉末）

高 層 建 築 物

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階 床面積　　1,500㎡以上
注2

階数11以上（地階を除く）のもの

地階・2階以上の階 200㎡以上

（上記以外の部分）
道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上
床面積

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積 （泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

注９　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注10を除く。

注10　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

消 火 器

延面積 150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床面積

　　　　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注７　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注８　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注1　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　総務省令で定める部分（規則13：スプリンクラー代替区画）を除く。

注３　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

消 防 検 査 対 象 物 延面積 300㎡以上、

屋 内 消 火 栓 設 備

1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の「指定可燃物」（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

(１)項ロ　公会堂・集会場
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋客席部分の数

イ
正面幅

（端数切捨）
0.4ｍ

固定式いす席数
（長いす式は
個々ごと）

　300㎡

その他の階　　　　　　　　　  　500㎡

防 炎 防 火 対 象 物

一 般

ロ

ハ その他の部分

全部

立見席
床面積

0.2㎡

床面積
　（ます席、畳席、移動いす部分等）

0.5㎡

全部

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

注４　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注６　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

50㎡以上

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

床面積　　1,000㎡以上

指 定 可 燃 物

床面積の合計　　6,000㎡以上

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　500㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　　100㎡以上

平 屋 建 以 外 注2

地 階 ・ 無 窓 階

舞 台 部 床面積　
地階・無窓階・4階以上の階



消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注3

避 難 器 具

注４　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

全部

一 般
・延べ面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 床面積 1,000㎡以上

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

注４

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

無 線 通 信 補 助 設 備

消 防 検 査 対 象 物

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

延面積 300㎡以上、 特定一階段等防火対象物 注４

点 検 ・ 報 告 対 象 物

連 結 送 水 管
一 般

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

　　全部

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般

収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

階数11以上のもの（11階以上の階）

排 煙 設 備

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上

誘 導 灯

避 難 口

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

ベ ル 等 + 放 送 設 備

地階・2階以上の階　

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注5

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

通 信 機 器 室

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

一 般

漏 電 火 災 警 報 器

600㎡以上 （屋上部分）

注2

床面積 500㎡以上

11 階 以 上 の 階 　　全部

通 路

全部

2 階 以 上 の 階 注6

標 識

2 階 以 上 の 階 ・ 地 階

延面積 300㎡以上

　延面積 500㎡以上

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上）

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上）

注7

注8 注9

地階・無窓階又は３階以上

指 定 可 燃 物

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性）・ハロゲン）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上

（上記以外の部分）

床面積
地階・2階以上の階

床面積

指 定 可 燃 物

200㎡以上

駐 車 場

非 常 警 報 設 備

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 注33,000㎡以上

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

延面積　　300㎡以上

自 動 火 災 報 知 設 備

200㎡以上

地階又は無窓階は１００㎡以上、３階以上は床面積３００㎡以上

注４

床面積

全部

一 般

400㎡以上 （上記以外の部分）

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1
床面積　150㎡以上

1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

一 般

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

指 定 可 燃 物

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

平 屋 建 以 外 床面積の合計　　6,000㎡以上

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

（不活性・ハロゲン・粉末）

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上

地 階 ・ 無 窓 階 　床面積　　1,000㎡以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階

高 層 建 築 物

指 定 可 燃 物

200㎡以上地階・2階以上の階

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

（屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

300㎡以上

400㎡以上

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋客席部分の数

防 炎 防 火 対 象 物 　全部

消 火 器

一 般 　全部

注9　　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注3　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注6　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注7　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注8　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注９を除く。

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上、

ロ その他の部分
床面積

3㎡

1階 500㎡以上

(２)項イ　キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

イ
正面幅

（端数切捨）
0.5ｍ

固定式いす席数
（長いす式は
個々ごと）

　床面積　　1,000㎡以上

階数11以上のもの（全階）

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

200㎡以上
かつ350Kw以上

特定一階段等防火対象物

・地階を除く階数が7以上

一 般

その他：

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 床面積

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋 上 部 分

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）



ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

平 屋 建 以 外

地 階 ・ 無 窓 階

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階

（上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積

1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

地階・2階以上の階 200㎡以上

（不活性・ハロゲン・粉末）

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分 400㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

1,000㎡以上

注４

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階

（水噴・泡・不活性(全域））

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

500㎡以上

屋上 300㎡以上

200㎡以上

3,000㎡以上

（不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

注3その他：

200㎡以上

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

注2

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の「指定可燃物」

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

500㎡以上

自 動 火 災 報 知 設 備

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注5
契 約 電 流 容 量

地階又は無窓階は１００㎡以上、３階以上は床面積３００㎡以上

全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

　　全部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

延面積 300㎡以上一 般

延面積 500㎡以上

通 信 機 器 室 床面積

延面積　　300㎡以上

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

一 般

指 定 可 燃 物

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

注7

非 常 警 報 設 備 収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

注6

誘 導 灯 通 路

標 識

ベ ル 等 + 放 送 設 備

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上） 注8

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上）避 難 口

　注４　延面積 1,000㎡以上、 特定一階段等防火対象物　　　　　

階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物 　注４

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

　延面積 300㎡以上、 特定一階段等防火対象物　　　　

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

点 検 ・ 報 告 対 象 物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

有 資 格 者 点 検 対 象 物

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

・延面積50,000㎡以上

　全部

屋 外 消 火 栓 設 備

50アンペアを超えるもの

防 炎 防 火 対 象 物 　全部

消 火 器

床面積の合計　 6,000㎡以上

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

1階 500㎡以上

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

駐 車 場

地階・2階以上の階

床面積

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

漏 電 火 災 警 報 器

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性（全域）・ハロゲン（全域））

注6　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注7　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注8　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注９を除く。

注9　　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

注4　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

1,000㎡以上

避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注3

2 階 以 上 の 階

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階の延面積5,000㎡以上

連 結 送 水 管

・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

一 般

全部

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

排 煙 設 備 地 階 ・ 無 窓 階 床面積

全部

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

注９

(２)項ロ　遊技場・ダンスホール
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　　150㎡以上

イ

床面積

3㎡

（端数切捨）  ＋遊技客数(遊技用機械器具を使用して遊技できる者の数)

収容人員算定法
（①又は②により算定）

(長いす式は
個々ごと)

正面幅

0.5ｍ

指 定 可 燃 物 1号消火栓

①　遊技場：従業者の数＋観覧・飲食又は
　休憩の用に供する固定式いす席数

（端数切捨）
正面幅

0.5ｍ
(長いす式は

個々ごと)

ロ

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

600㎡以上 （屋上部分）

固定式いす席数

その他の部分

　全部

1,000㎡以上

②　その他のもの：従業者の数＋客席部分の数

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積　　　　　

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（全階）

一 般

床面積
（水噴・泡・不活性・粉末）

床面積



注9

固定式いす席数
(長いす式は
個 々 ご と )

通 信 機 器 室

1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積

階数11以上のもの（全階）

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

1階

屋 上 部 分

地階・2階以上の階

（屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

1,000㎡以上

600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

注2

　　全部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注４

避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上

地 階 床面積の合計　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積

注5

全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

500㎡以上

屋上 300㎡以上
駐 車 場

300㎡以上

床面積

200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性（全域））

200㎡以上

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性（全域）・ハロゲン（全域））

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

排 煙 設 備 地 階 ・ 無 窓 階 床面積

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注3

避 難 器 具
注6

標 識

2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

2 階 以 上 の 階

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積

非 常 警 報 設 備

一 般

注４

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げ
る防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

延面積 1,000㎡以上 特定一階段等防火対象物

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が5以上で、延べ面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 階数11以上のもの（11階以上の階）

・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般

消 防 検 査 対 象 物 延面積 300㎡以上 特定一階段等防火対象物　　　　　 注４

点 検 ・ 報 告 対 象 物

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

全部

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

一 般

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

延べ面積 500㎡以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

一 般

地階・無窓階又は３階以上

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

延面積　　300㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階又は無窓階は１００㎡以上、３階以上は床面積３００㎡以上

自 動 火 災 報 知 設 備

その他： 3,000㎡以上

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋客席部分の数

イ
正面幅

（端数切捨）
0.5ｍ

注9　　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注6　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注7　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注8　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注９を除く。

有 資 格 者 点 検 対 象 物

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

平 屋 建 以 外 床面積の合計　 6,000㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階

・地階を除く階数が7以上

防 炎 防 火 対 象 物 　全部

床面積　　　　　

(２)項ハ　性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして省令で定めるもの
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

11 階 以 上 の 階

注3

駐 車 場 部 分

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

ロ その他の部分
床面積

3㎡

屋 内 消 火 栓 設 備

1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1
床面積　　150㎡以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階

高 層 建 築 物

指 定 可 燃 物

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上

消 火 器

一 般 　全部

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

誘 導 灯

避 難 口

通 路

全部

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注7

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上） 注8

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

指 定 可 燃 物

一 般

1,000㎡以上

床面積 1,000㎡以上

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

（不活性・ハロゲン・粉末）

500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）
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注5 　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積 300㎡以上

50アンペアを超えるもの

収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

2 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注6

非 常 警 報 設 備

延面積

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

床面積の合計 700㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注3

排 煙 設 備

2 階 以 上 の 階 ・ 地 階

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

全部

ベ ル 等

（上記以外の部分）

床面積 500㎡以上

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

400㎡以上

通 信 機 器 室

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注４

全部

全部

無 線 通 信 補 助 設 備

　　　ア　ヘッドホンカットリレーの設置等により、自火報又は非常警報設備の警報音が確実に聞き取れるよう有効に措置すること。

　　　 イ　上記アによらない場合にあっては、任意の場所で65dB以上の警報音を確保できるように、設置基準に従い地区音響装置を設置するとともに、各個室等に自火報又は非常警報設備の作動と連動した視覚等により確認出来る装置

　　　　(わさび臭、赤色灯、フラッシュライト等(以下「視覚警報等」という。))を設置し、併せてその旨を記載した表示等(概ねA5サイズ：表示の例「火災等災害発生時には個室内の赤色回転灯が点灯します。ヘッドホンを外して

　　　 措置により、警報音が有効に聞き取れるようにすること。

　(2)　上記以外のヘッドホン等を用いたサービスを提供する個室等については次のいずれかの方法により非常を知らせる措置を講ずること。

全部

固定式いす席数
(長いす式は
個 々 ご と )

標 識

消 防 用 水

地 階 ・ 無 窓 階 床面積 1,000㎡以上

全部

誘 導 灯

避 難 口

通 路

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注7

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上） 注8

ベ ル 等 + 放 送 設 備

避 難 器 具

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

全部

連 結 散 水 設 備 地 階

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

階数11以上のもの（11階以上の階）

　　　ア　各個室等に地区ベルが設置されていない施設にあっては、電源カットリレーにより遊興のための設備等を停止させるなど、自火報又は非常警報設備の作動と連動して警報音以外の音響等を遮断する措置を行うこと。

　　　イ　任意の場所で65dB以上の警報音を確保できるように、設置基準に従い地区音響装置を設置すること。

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

1,000㎡以上、 特定一階段等防火対象物　　　　

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

　　　　従業員の指示に従って下さい。」)を掲示すること。

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般

消 防 検 査 対 象 物 全部

・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

床面積
600㎡以上

　　　　　なお、ローパーテーション等により間仕切りされている個室等にあっては、複数の個室等内の任意の位置から視覚等により確認できる装置等を設けている場合に限り、当該装置等の有効な範囲内にある複数の個室等については、　

　　　　それぞれ個々に設置したものとして取扱うことができることとする。

（屋上部分）

　(3)　ヘッドホン等を用いないカラオケ店舗内の個室等

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

一 般

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 注3

指 定 可 燃 物

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

その他： 3,000㎡以上

全部

（不活性・ハロゲン・粉末）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積

1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上
駐 車 場

屋 上 部 分

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋客席部分の数

　イ
正面幅

（端数切捨）
0.5ｍ

注8　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注９を除く。

注9　　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

※(1)　ヘッドホン等を用いたサービスを提供する個室等(遊興のための設備等にバッテリー等がないものに限る。)については、自火報又は非常警報設備の作動と連動して、個室等で遊興のための設備等を停止させる装置(電源カットリレー)等の

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

平 屋 建 以 外 床面積の合計　 6,000㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階

注6　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

注7　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

有 資 格 者 点 検 対 象 物 注４

点 検 ・ 報 告 対 象 物

(２)項ニ　カラオケボックスその他の個室型店舗等
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積

契 約 電 流 容 量
注5

500㎡以上

　ロ その他の部分
床面積

3㎡

防 炎 防 火 対 象 物 　全部

床面積　　　　　

消 火 器

一 般 　全部

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

注2

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

1号消火栓
又は

2号消火栓

1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

延べ面積　700㎡以上

注1
床面積　   150㎡以上

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階

高 層 建 築 物

指 定 可 燃 物

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

指 定 可 燃 物

一 般

1,000㎡以上

床面積 1,000㎡以上

階数11以上のもの（全階）



排 煙 設 備

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の２階を除く）

2 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注8

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上）

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

注9

注4

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1,000㎡以上

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部

従業者の数＋客席部分の数

誘 導 灯

避 難 口

通 路

標 識 全部

注2

注2

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

注5

漏 電 火 災 警 報 器
一 般

注6
契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

延面積

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

延面積有 資 格 者 点 検 対 象 物 注5

無 線 通 信 補 助 設 備

延面積

非 常 警 報 設 備

消 防 検 査 対 象 物 注5

点 検 ・ 報 告 対 象 物

一 般
・延面積　　50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

注10

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

注10　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

　　  　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　  同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注6　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注7　　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　総務省令で定める部分（スプリンクラー代替区画）を除く

注8　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注9　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注10を除く。

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

300㎡以上

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　　 1000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

400㎡以上 （上記以外の部分）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

注4

11 階 以 上 の 階

延面積　　300㎡以上

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 地階又は無窓階は１００㎡以上、３階以上は床面積３００㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

その他： 3,000㎡以上

防 炎 防 火 対 象 物 　全部

消 火 器

床面積

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

（水噴・泡・不活性・粉末）
400㎡以上

一 般

(３)項イ　　　待合・料理店その他これらに類するもの　　
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

イ
正面幅

（端数切捨）
0.5ｍ

ロ その他の部分
床面積

3㎡

収 容 人 員 算 定 法

固定式いす席数（長いす式は個々ごと）

300㎡以上、特定一階段等防火対象物　　　　　　　

1,000㎡以上、特定一階段等防火対象物

　　全　部

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　　150㎡以上

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（全階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

（上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

平 屋 建 以 外

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）

全部

延面積　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は

３ 階 以 上 の 階
床面積　　50㎡以上

床面積の合計　　6,000㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　　　　　 1,000㎡以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階 床面積　　　　　　 1,500㎡以上

300㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）



・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

　　全部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部 注5

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

(長いす式は
個 々 ご と )

(３)項ロ　　　飲食店
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

イ
正面幅

（端数切捨）
0.5ｍ

ロ その他の部分
床面積

3㎡

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋客席部分の数

固定式いす席数

全部

消 火 器

一 般 延面積　　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は

３ 階 以 上 の 階
床面積　　　50㎡以上

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

防 炎 防 火 対 象 物

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

平 屋 建 以 外 床面積の合計　　6,000㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　　　　　 1,000㎡以上

４ 階 以 上 １ ０ 階 以 下 の 階

注2

注2
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室

床面積　　　　　　 1,500㎡以上

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（全階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）床面積

床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 地階又は無窓階は１００㎡以上、３階以上は床面積３００㎡以上

その他： 3,000㎡以上 注4

11 階 以 上 の 階

500㎡以上

延面積　　300㎡以上

地 階

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

床面積通 信 機 器 室

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

漏 電 火 災 警 報 器
一 般

契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの
注6

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

延面積 1,000㎡以上

延面積 300㎡以上

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の２階を除く）

2 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延べ面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注8

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上） 注9

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

誘 導 灯

避 難 口

通 路

標 識 全部

注10

注4

地 階 床面積の合計 700㎡以上

　　  　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　  同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注6　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注7　　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

有 資 格 者 点 検 対 象 物

総 合 操 作 盤

一 般

奈良県広域消防長が指定するもの

・延べ面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

延面積

全部

排 煙 設 備

延面積

注8　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注2　　総務省令で定める部分（スプリンクラー代替区画）を除く

注9　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注10を除く。

注10　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

1,000㎡以上、特定一階段等防火対象物　　　　　　 注5

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

消 防 検 査 対 象 物 300㎡以上、特定一階段等防火対象物　　　　　　　 注5

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

点 検 ・ 報 告 対 象 物

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

連 結 散 水 設 備



注9

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

11 階 以 上 の 階 　　全部

注9　　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

　　  　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注3　  同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注4　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注6　　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

消 防 検 査 対 象 物 300㎡以上、特定一階段等防火対象物　　　　　　 注４

点 検 ・ 報 告 対 象 物

延面積

注7　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注8　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注9を除く。

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 1,000㎡以上、特定一階段等防火対象物 注４

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

全部

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注3

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　1,000㎡以上

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

延面積

誘 導 灯

避 難 口

通 路

標 識 全部

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の２階を除く）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注6

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注7

全部　　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上） 注8

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

非 常 警 報 設 備

器 具 収容人員20人以上50人未満

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

延面積 500㎡以上

漏 電 火 災 警 報 器
一 般

契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

延面積 300㎡以上

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階 床面積の合計　　 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注5

その他： 3,000㎡以上 注3

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

延面積　　300㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部 注4

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

（不活性・ハロゲン・粉末）

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の「指定可燃物」

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

注2

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

床面積

床面積　　　　　　 1,000㎡以上

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（全階）

指 定 可 燃 物 1号消火栓

収 容 人 員 算 定 法

イ

床面積の合計　　3,000㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　　　　　 1,000㎡以上

４ 階 以 上 １ ０ 階 以 下 の 階

従業者の数＋

（端数切捨）
床面積

3㎡

（端数切捨）

飲食、休憩の用に供する部分

床面積

4㎡
その他の部分

主として従業者以外の
者の使用に供する部分

ロ
※売り場の床面積は売り場内の通路を含む。

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

平 屋 建 以 外

(４)項　　　百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

防 炎 防 火 対 象 物 全部

消 火 器

一 般 延面積　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は

３ 階 以 上 の 階
床面積　　50㎡以上

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物



1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

全部

全部

全部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注5

通 信 機 器 室 500㎡以上

全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

床面積の合計

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

150㎡以上
注6

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ延面積30,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

一 般

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

標 識 全部

床面積　　　　　　1,500㎡以上

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

　　  　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

誘 導 灯

避 難 口 全部　（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 全部　（C級以上）

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員30人以上（下階に(1)～(4)、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)、(15)項が存するもので、収容人員10人）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

・高さ31ｍを超えかつ延べ面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注4

・地階を除く階数が7以上

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
地 階

床面積

1,000㎡以上

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

消 防 用 水

排 煙 設 備

漏 電 火 災 警 報 器
一 般

契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

延面積

一 般 延面積 500㎡以上

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

注5  地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注4　  同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6  間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注7  階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 1,000㎡以上、特定一階段等防火対象物　　　　　 注5

消 防 検 査 対 象 物

注2　　総務省令で定める部分（スプリンクラー代替区画）を除く

延面積

無 線 通 信 補 助 設 備

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

連 結 送 水 管

総 合 操 作 盤 ・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

注4その他： 3,000㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上駐 車 場 部 分

屋 外 消 火 栓 設 備

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

床面積
地階・2階以上の階

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

（不活性・ハロゲン・粉末）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

(５)項イ　　　旅館・ホテル・宿泊所その他これらに類するもの
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

収 容 人 員 算 定 法

防 炎 防 火 対 象 物 全部

＋

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

400㎡以上 （上記以外の部分）

平 屋 建 以 外

地 階 ・ 無 窓 階

床面積

宿泊室の人員

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

従業者の数＋
和式宿泊室ごとに

床面積

6㎡

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

注2

200㎡以上

1階 500㎡以上

床面積

3㎡

集会、飲食、
休憩の用に
供する部分

固定式いす席数

(長いす式は
個々ごと)

その他の部分は

正面幅

0.5ｍ
（端数切捨）

床面積

3㎡

洋式宿泊室はベット数（ダブルベッドは二人として算定）

全部

全部

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物

屋 内 消 火 栓 設 備
注1

指 定 可 燃 物

階数11以上のもの（全階）

簡易宿泊所・団体客用は

消 火 器

一 般 延面積　　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は

３ 階 以 上 の 階
床面積　　　50㎡以上

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積の合計　 6,000㎡以上 注2

床面積　　　　　　1,000㎡以上

４ 階 以 上 １ ０ 階 以 下 の 階



特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注4床面積　　　５００㎡以上

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注3

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

誘 導 灯

避 難 口 地階・無窓階・１１階以上の部分

通 路

延面積

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

漏 電 火 災 警 報 器

注1  主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

注3　 同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5  間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注6  階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注4  地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

　　  　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

点 検 ・ 報 告 対 象 物 　　全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 1,000㎡以上延面積

奈良県広域消防長が指定するもの

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右記の法17条1項の
消防用設備等が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

・令13条1項の規定に基づく水噴霧消火設備等（泡消火設備、不活性ガス消火設備

ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備については、移動式のものを除く）

　延面積

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物 300㎡以上

総 合 操 作 盤

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

全部

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員30人以上（下階に(1)～(4)、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)、(15)項が存するもの　収容人員10人）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注6

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員８00人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

注5
一 般 延面積 150㎡以上

1,000㎡以上

地階・無窓階・１１階以上の部分

標 識

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

11 階 以 上 の 階 　　全部

その他： 3,000㎡以上 注3

延面積　　500㎡以上

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

床面積

200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注２

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積

(５)項ロ　　寄宿舎・下宿・共同住宅
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

床面積　   150㎡以上

防 炎 防 火 対 象 物 高さ３１ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は

３ 階 以 上 の 階
床面積　　50㎡以上

指 定 可 燃 物 等
・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

収 容 人 員 算 定 法         居住者の数

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

地 階 ・ 無 窓 階

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓



注6

待合室の床面積の合計

３㎡

地階・2階以上の階 200㎡以上

(６)項イ　病院・診療所・助産所
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋病室内の病床の数（和室の病室は６㎡で１人） +

防 炎 防 火 対 象 物 全部

消 火 器

一般
全部

(4)は、延面積150㎡以上

地階・無窓階、3階以上の階 (4)は、延面積50㎡以上

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上　　　　　　　

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

一般

（1）、（2） 全部 注2

（3） 平屋建て以外の3000㎡以上
注3

（4） 平屋建て以外の6000㎡以上

地階・無窓階
（1）、（2） 全部 注4

（3）、（4） 床面積1,000㎡以上

4階以上10階以下の階
（1）、（2） 全部 注5

（3）、（4） 床面積1,500㎡以上 注3

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

200㎡以上

高 層 建 築 物 階数11（地階を除く）以上のもの 注3

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不活性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

床面積

床面積

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上 注8

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積300㎡以上

注9
契 約 電 流 容 量 契約電流容量が50アンペアを超えるもの

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 器
温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部

駐 車 場 部 分 地階又は2階以上の階の床面積200㎡以上

地階・無窓階又は3階以上

階 数 11 階 以 上 の も の 全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

通 信 機 器 室 床面積500㎡以上

（1）、（2）、（3）

（4）

全部

延面積300㎡以上

収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

（1）、（2）、（3）

（4） 延面積500㎡以上

注10

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 又 は 地 階 収容人員20人以上（下階に(1)～(4)、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)、(15)項が存するものは、収容人員10人以上）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上 注11

避 難 口 全部　（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 全部　（C級以上）誘 導 灯

標 識 全部

全部

全部

消 防 用 水

地 階 床面積の合計700㎡以上

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注8

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上、 又は特定一階段等防火対象物 注12

連 結 送 水 管
一 般

・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道路の用に供される部分を有するもの

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 地階を除く階数11以上（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

一般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延面積30,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲

げる防火対象物

総合操作盤

消 防 検 査 対 象 物
（4） 注12

点 検 ・ 報 告 対 象 物

 　　に防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分（規13の5の2））の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値

注12  地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規12の2）を有するものを除く（床面積1,500㎡以上は除く）。また、基準面積1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型

　　　スプリンクラー設備を設置することができる。

注7　「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品。　　「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注8　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注9　 間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

    を有するものに設置

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規則12の2）を有するものを除く。また、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分

　　　（規則13の5の2）以外の部分の床面積の合計（以下「基準面積」）が1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。

注3　総務省令で定める部分（スプリンクラー代替区画）を除く

注4　火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規12の2）を有するものを除く（床面積1,000㎡以上は除く）。また、基準面積1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型

　　　スプリンクラー設備を設置することができる。

注6　政令12条1項1号に掲げる防火対象物（火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規則12条の2）を有するもの以外のもの）については、当該数値（1,400㎡又は2,100㎡又は1,000㎡

注10　(6)項イ（1）、（2）、（6）項ロの用途に供する部分に設置するものについては、自動火災報知設備と連動必要

注11　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

（1）、（2）、（3） 全部

延面積　300㎡以上、又は特定一階段等防火対象物　　　　

機械装置駐車場　収容台数10台以上

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

地 階 床面積の合計1,000㎡以上

全部（1）、（2）、（3）

（4） 床面積300㎡以上

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

注7

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム類を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）



注6

注7

注7

注7

注7

注7

注7

(６)項ロ　養護老人ホーム・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるもの）・障害者支援施設（主として障害程度が重い者を入所させるもの）等

項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 全部

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋要保護者の数

消 火 器

一 般
全部

地階・無窓階、3階以上の階

少 量 危 険 物 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階

（1）

全部 注4
（2）
（3）

（4）、（5）
高 層 建 築 物 階数11（地階を除く）以上のもの 注5

（1）

全部 注2
（2）
（3）

（4）、（5）

地 階 ・ 無 窓 階

（1）

全部 注3
（2）
（3）

（4）、（5）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場 床面積

地階・2階以上の階

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

一 般

200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

機械装置駐車場　収容台数10台以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

注8

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム類を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上 注9

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般 全部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部

駐 車 場 部 分 地階又は2階以上の階の床面積200㎡以上

地階・無窓階又は3階以上 全部

階 数 11 階 以 上 の も の 全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

通 信 機 器 室 床面積500㎡以上

地 階 床面積の合計1,000㎡以上

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積300㎡以上

注10
契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員300人以上

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 又 は 地 階 収容人員20人以上（下階に(1)～(4)、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)、(15)項が存するものは、収容人員10人以上）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上 注12

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

避 難 口 全部　（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 全部　（C級以上）

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注9

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

誘 導 灯

標 識 全部

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計700㎡以上

連 結 送 水 管

地階を除く階数が7以上

地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道路の用に供される部分を有するもの

又は特定一階段等防火対象物　　　　

消 防 検 査 対 象 物

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 地階を除く階数11以上（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
延面積50,000㎡以上

地階を除く階数が15以上で、延面積30,000㎡以上

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

注13  地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　総務省令で定める部分（規13；スプリンクラー代替区画）を除く

　　　で定める部分（規13の5の2）以外の部分の床面積の合計（以下「基準面積」）が1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。

　　　設備を設置することができる。

　　　設備を設置することができる。

注8　 「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品。　「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注2　火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規12の2）を有するものを除く（平屋建以外6,000㎡以上の場合除く）。また、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令

注3　火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規12の2）を有するものを除く（床面積1,000㎡以上は除く）。また、基準面積1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー

注4　火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規12の2）を有するものを除く（床面積1,500㎡以上は除く）。また、基準面積1,000㎡未満の場合は、特定施設水道連結型スプリンクラー

床面積

全部 注11

注11　(6)項イ（1）、（2）、（6）項ロの用途に供する部分に設置するものについては、自動火災報知設備と連動必要

全部

全部

注12　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

注9　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注10　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置

注6　令12-1-1に掲げる防火対象物（火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造（規12の2）を有するもの以外のもの）については、当該数値（1,400㎡又は2,100㎡又は1,000㎡に防火上

 有効な措置が講じられた構造を有する部分（規13の5の2））の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値

注7　介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者（規則12の3）を主として入所させるもの以外にあっては延面積275㎡以上

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 注13

注1　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

延面積 1,000㎡以上、



(６)項ハ　老人デイサービス・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く）・障害者支援施設（主として障害程度が重い者を入所させるものを除く）

項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物

消 火 器

一 般 延面積　　150㎡以上

地階・無窓階、3階以上の階 床面積　　  50㎡以上

少 量 危 険 物 危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

収容人員算定法 従業者の数＋要保護者数

全部

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　　150㎡以上

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

一 般 平屋建以外　　延面積6,000㎡以上 注2

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　  1,000㎡以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階 床面積　　  1,500㎡以上
注2

高 層 建 築 物 階数11（地階を除く）以上のもの

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積

機械装置駐車場　収容台数10台以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

注3

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム類を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上 注4

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般 延面積　　300㎡以上 注5

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部

駐 車 場 部 分 地階又は2階以上の階の床面積200㎡以上

地階・無窓階又は3階以上 延面積　　300㎡以上 注5

階 数 11 階 以 上 の も の 全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

通 信 機 器 室 床面積　　500㎡以上

地 階 床面積の合計1,000㎡以上

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積　　300㎡以上

注6
契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

延面積　　500㎡以上

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員300人以上

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 又 は 地 階 収容人員20人以上（下階に(1)～(4)、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)、(15)項が存するものは、収容人員10人以上）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上 注7

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

避 難 口 全部　（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 全部　（C級以上）

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注4

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

誘 導 灯

標 識 全部

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計700㎡以上

連 結 送 水 管

地階を除く階数が7以上

地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道路の用に供される部分を有するもの

又は特定一階段等防火対象物

注8

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 地階を除く階数11以上（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
延面積50,000㎡以上

地階を除く階数が15以上で、延面積30,000㎡以上

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲
げる防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの

総 合 操 作 盤

床面積

全部

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

全　部(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)、その他延面積300㎡以上、又は特定一階段等防火対象物

注8  地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

　　を有する構造の防火対象物

注7　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　総務省令で定める部分（規13；スプリンクラー代替区画）を除く

注3　 「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　利用者を入居させ、又は宿泊させるものについては、面積に関係なく当該部分に設置

注6　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 注8延面積 1,000㎡以上、



(６)項ニ　幼稚園・特別支援学校

項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物

消 火 器

一 般 延面積　　150㎡以上

地階・無窓階、3階以上の階 床面積　　  50㎡以上

少 量 危 険 物 危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

収 容 人 員 算 定 法 教職員数＋幼児・児童・生徒の数

全部

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　　150㎡以上

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

一 般 平屋建以外　　延面積6,000㎡以上 注2

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　  1,000㎡以上

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階 床面積　　  1,500㎡以上
注2

高 層 建 築 物 階数11（地階を除く）以上のもの

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積

機械装置駐車場　収容台数10台以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

注3

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上 注4

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般 延面積　　300㎡以上

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部

駐 車 場 部 分 地階又は2階以上の階の床面積200㎡以上

地階・無窓階又は3階以上 床面積　　300㎡以上

階 数 11 階 以 上 の も の 全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

通 信 機 器 室 床面積　　500㎡以上

地 階 床面積の合計1,000㎡以上

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積　　300㎡以上

注5
契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

延面積　　500㎡以上

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員300人以上

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 又 は 地 階 収容人員20人以上（下階に(1)～(4)、(9)、(12)イ、(13)イ、(14)、(15)項が存するものは、収容人員10人以上）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階で、収容人員10人以上 注6

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

避 難 口 全部　（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 全部　（C級以上）

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注4

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

誘 導 灯

標 識 全部

総 合 操 作 盤

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計700㎡以上

連 結 送 水 管

地階を除く階数が7以上

地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道路の用に供される部分を有するもの

注7　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 注7延面積

全部

消 防 検 査 対 象 物 注7延面積 300㎡以上、又は特定一階段等防火対象物

1,000㎡以上、又は特定一階段等防火対象物

床面積

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

　　を有する構造の防火対象物

注6　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　総務省令で定める部分（規13；スプリンクラー代替区画）を除く

注3　 「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 地階を除く階数11以上（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
延面積50,000㎡以上

地階を除く階数が15以上で、延面積30,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げ

る防火対象物

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上



注7　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　規則13②で定める部分を除く。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注４　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物 延面積 300㎡以上

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

奈良県広域消防長が指定するもの

総合操作盤 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを
除く

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延べ面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注4

誘 導 灯

避 難 口 地階・無窓階・１１階以上の部分

通 路 地階・無窓階・１１階以上の部分

標 識 全部

注6

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員800人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

通信機器室 床面積 500㎡以上

床面積 500㎡以上

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 500㎡以上

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注5

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

11 階 以 上 の 階

その他： 3,000㎡以上 注4

延面積　　500㎡以上

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

地 階 ・ 無 窓 階

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積 600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

床面積 400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階） 注2

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

収容人員算定法 教職員数＋児童・生徒・学生の数

全部

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

を有するものに設置

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

全部

(７)項　　小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 高さ３１ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　300㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
３ 階 以 上 の 階

床面積50㎡以上

指 定 可 燃 物 等
・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）



連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

延面積 300㎡以上

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

総 合 操 作 盤

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ延面積30,000㎡以上

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

注7　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

全部

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　規則13②で定める部分を除く。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

を有するものに設置

奈良県広域消防長が指定するもの

無 線 通 信 補 助 設 備

延面積 1,000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

通信機器室

排 煙 設 備

誘 導 灯

避 難 口 地階・無窓階・１１階以上の部分

通 路 地階・無窓階・１１階以上の部分

標 識 全部

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上
消 防 用 水

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注4

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注5

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員800人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 500㎡以上 注6

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

駐 車 場 部 分

11 階 以 上 の 階

その他： 3,000㎡以上 注4

延面積　　500㎡以上

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　300㎡以上　　

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

地 階 ・ 無 窓 階

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場（泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階

床面積

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階） 注2

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

(８)項　　図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 高さ３１ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　300㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
３ 階 以 上 の 階

床面積50㎡以上

指 定 可 燃 物 等
・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

従業者の数＋収 容 人 員 算 定 法
３㎡

閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室の床面積の合計

床面積 500㎡以上

床面積 500㎡以上

200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

　　全部

床面積

機械装置駐車　　収容台数10台以上

指 定 可 燃 物

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）



注10

(９)項イ　　公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩の用に供する部分の床面積の合計

注2

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

防 炎 防 火 対 象 物 　全　　　部

消 火 器

一 般

注2

延面積　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
３ 階 以 上 の 階

床面積50㎡以上

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

床面積　　1,500㎡以上

高 層 建 築 物

400㎡以上 （上記以外の部分）

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

平 屋 建 以 外

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　1,000㎡以上

４ 階 以 上 １ ０ 階 以 下 の 階

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

階数11以上のもの（全階）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

注4

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部 注5

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

延面積　　２00㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

床面積　　　３００㎡以上　　

　　全部

注6

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備
温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

一 般

地階・無窓階又は３階以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

地 階 床面積の合計　　1,000㎡以上

漏 電 火 災 警 報 器 一 般

11 階 以 上 の 階
自 動 火 災 報 知 設 備

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上のもの及び地階の階数が3以上のもの

消 防 用 水
・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注4

誘 導 灯

避 難 口

通 路

標 識 全部

排 煙 設 備

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

を有するものに設置

点 検 ・ 報 告 対 象 物 全　部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積　1,000㎡以上、特定一階段等防火対象物 注5

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物 延面積　300㎡以上、又は特定一階段等防火対象物 注5

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの

総 合 操 作 盤

無 線 通 信 補 助 設 備

・地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上

・地階の延面積5,000㎡以上

・地階を除く階数が5以上かつ、延面積20,000㎡以上

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲

げる防火対象物

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数＋
３㎡

床面積の合計　　6,000㎡以上

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

注9　　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注10を除く。

注10　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

全部　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注8

全部　　（床面積1,000㎡以上は、B級以上、その他は、C級以上） 注9

注8　　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

床面積

延面積

延面積

150㎡以上

1,000㎡以上

注3

注7　　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注2　　規則13②で定める部分を除く。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注6　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井



注6

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

全部

全部　（C級以上、矢印付はB級以上）

全部　（C級以上）

11 階 以 上 の 階 　　全部

床面積　　　５００㎡以上 注5

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

注7　　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物 延面積　300㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上
・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備総 合 操 作 盤

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

点 検 ・ 報 告 対 象 物 全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積　1,000㎡以上

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

非 常 警 報 設 備

器 具 収容人員20人以上50人未満

注2　　規則13②で定める部分を除く。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

誘 導 灯

避 難 口

通 路

標 識

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

消 防 用 水

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

奈良県広域消防長が指定するもの
・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注4

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 150㎡以上

（上記以外の部分）
道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

一 般

指 定 可 燃 物

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

その他： 3,000㎡以上 注4

延面積　　500㎡以上

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

500㎡以上

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

地 階 ・ 無 窓 階

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

床面積

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

(９)項ロ　　（９）項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 　高さ３１ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
３ 階 以 上 の 階

床面積　　50㎡以上

指 定 可 燃 物 等
・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩の用に供する部分の床面積の合計

３㎡
従業者の数＋収 容 人 員 算 定 法

を有するものに設置

自 動 火 災 報 知 設 備

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

排 煙 設 備

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階） 注2

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

指 定 可 燃 物



注10

一 般 延面積　　1,000㎡以上

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階） 注２

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　 150㎡以上

(10)項　　　車両の停車場・船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 　高さ３１ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　300㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
３ 階 以 上 の 階

床面積　　50㎡以上

指 定 可 燃 物 等
・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

収 容 人 員 算 定 法

自 動 火 災 報 知 設 備

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

機械装置駐車　収容台数10台以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

200㎡以上

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

11 階 以 上 の 階 　　全部

その他： 3,000㎡以上 注4

延面積　　500㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

消 防 検 査 対 象 物 延面積　300㎡以上

一 般
・延面積50,000㎡以上

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

無 線 通 信 補 助 設 備

総 合 操 作 盤

点 検 ・ 報 告 対 象 物 全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積　1,000㎡以上

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

注9　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注10を除く。

注10　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

注5　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注2　　規則13②で定める部分を除く。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6  間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

注7  階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

を有するものに設置

注8　表示面の明るさが20カンテラ以上又は点滅機能を有するもの

消 防 用 水

（不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

地 階 ・ 無 窓 階 床面積　　　　　1,000㎡以上

一 般

駐 車 場 部 分

・高さ31ｍを超えかつ延面積25,000㎡以上（地階の面積を除く）

注4

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備

漏 電 火 災 警 報 器

誘 導 灯

避 難 口

通 路

標 識

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備 温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員50人以上（耐火構造の2階を除く）

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階　収容人員10人以上 注7

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　５００㎡以上 注5

地 階 床面積の合計 700㎡以上

・敷地面積20,000㎡以上で、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上

地階・無窓階・11階以上の階　Ｂ級以上 注8

地階・無窓階・11階以上の階　Ｂ級以上 注9

全部

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

一 般 延面積　　500㎡以上 注6

従業者の数（乗降客の数は算定しない。）

床面積

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積



屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　300㎡以上　　

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

(11)項　神社・寺院・教会その他これらに類するもの
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

収 容 人 員 算 定 法 　　　従業者の数＋

防 炎 防 火 対 象 物 高さ31ｍを超えるもの

礼拝・集会・休憩の用に供する部分の床面積の合計

3㎡

消 火 器

一 般 延面積　 300㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床 面 積　 50㎡以上

指 定 可 燃 物 等
・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

地階・2階以上の階 200㎡以上
（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

1階 500㎡以上

注2指 定 可 燃 物

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般 1号消火栓
又は

2号消火栓

延面積　1000㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　     200㎡以上

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

床面積 500㎡以上

注3

延面積　　1,000㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積

消 防 用 水

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階

11 階 以 上 の 階 　　全部

その他： 3,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

通 信 機 器 室

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　1,000㎡以上 注４

600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 器

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 　500㎡以上 注5

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1000㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注3　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

注6　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注4　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

　　延面積　　　　　　300㎡以上消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物 　　全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 　　延面積 1,000㎡以上

を有するものに設置

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの

床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

一 般 ・地階を除く階数11以上のもの（11階以上の階）

機械装置駐車　収容台数10台以上

床面積

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延面積30,000㎡以上

避 難 器 具
2 階 以 上 の 階 ・ 地 階 収容人員５０人以上（耐火構造の２階を除く）

3 階 以 上 の 階 注6

誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識

避 難 口 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上）

標 識 全部

避難階又は地上に通ずる階段が２以上設けられていない階の収容人員１０人以上

・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注3

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

排 煙 設 備



注2

床面積 500㎡以上

床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　５００㎡以上 注4

600㎡以上 （屋上部分）

通 信 機 器 室

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

延面積　　500㎡以上

指 定 可 燃 物

駐 車 場 部 分

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

(12)項イ　工場・作業場
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数

防 炎 防 火 対 象 物 高さ31ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　 150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床面積　 50㎡以上

少 量 危 険 物 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

屋 内 消 火 栓 設 備

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階

一 般

1号消火栓

延面積　700㎡以上

500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

地階・2階以上の階　

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

11 階 以 上 の 階 　　全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

400㎡以上 （上記以外の部分）

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 器

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 300㎡以上 注5

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 500㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

避 難 器 具 3 階 以 上 の 階 又 は 地 階

収容人員100人以上

収容人員150人以上

収容人員10人以上 注6
3階以上の階のうち、当該階から避難階又は地上に通ずる
階段が2以上設けられていない階

地階、無窓階

その他の階

誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識

避 難 口 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上）

標 識 全部

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注3

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 ・地階を除く階数11以上のもの（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

総 合 操 作 盤

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延面積30,000㎡以上

奈良県広域消防長が指定するもの
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

床面積

注6　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上

を有するものに設置

全　部

延面積 300㎡以上

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注4  地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井



400㎡以上 （上記以外の部分）

床面積 500㎡以上

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

通 信 機 器 室

(12)項ロ　映画スタジオ・テレビスタジオ
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 全部

消 火 器

一 般 延面積　 150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床 面 積　 50㎡以上

少 量 危 険 物 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

一 般

1号消火栓

延べ面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

屋 内 消 火 栓 設 備

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場

注3

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注2

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

11 階 以 上 の 階 　　全部

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 器

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 300㎡以上 注5

延面積　　500㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

地階・無窓階又は３階以上 床面積　　　３００㎡以上　　

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　５００㎡以上 注4

600㎡以上 （屋上部分）

注6

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 500㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

奈良県広域消防長が指定するもの

総 合 操 作 盤

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

注6　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上

を有するものに設置

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注4　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注5　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

（泡・粉末）

床面積

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延べ面積30,000㎡以上

避 難 器 具

誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識

避 難 口 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上）

標 識 全部

3 階 以 上 の 階 又 は 地 階

地階、無窓階 収容人員100人以上

その他の階 収容人員150人以上

3階以上の階のうち、当該階から避難階又は地上に通ずる
階段が2以上設けられていない階

収容人員10人以上

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数

全　部

延面積 300㎡以上

全部

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 ・地階を除く階数11以上のもの（11階以上の階）

排 煙 設 備 ・高さ31ｍを超えかつ、建築物の地階を除く延面積25,000㎡以上

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注3

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延べ面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の



(13)項イ　自動車車庫・駐車場
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

収 容 人 員 算 定 法 従業者の数

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

防 炎 防 火 対 象 物 高さ31ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　 150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床 面 積　 50㎡以上

少 量 危 険 物 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

一 般

1号消火栓

延面積　700㎡以上

注1地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　   150㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の「指定可燃物」（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

屋 内 消 火 栓 設 備

200㎡以上
（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注2

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積

通 信 機 器 室

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備

延面積　　500㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

床面積　　　３００㎡以上　　

屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

通 信 機 器 室

11 階 以 上 の 階 　　全部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　５００㎡以上 注4

600㎡以上 （屋上部分）

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 器

漏 電 火 災 警 報 器

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1000㎡以上

　温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

避 難 器 具
3階以上の階のうち、当該階か
ら避難階又は地上に通ずる階
段が2以上設けられていない階

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注5　　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上

注4　　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注1　　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

全　部

延面積 300㎡以上

地階又は無窓階の床面積　1,000㎡以上のもの

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

連 結 送 水 管

収容人員10人以上 注5

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 ・地階を除く階数11以上のもの（11階以上の階）

誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識

避 難 口

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注3

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

排 煙 設 備

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延面積30,000㎡以上

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地
階の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設
備等が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの ・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除
く

標 識 全部

400㎡以上 （上記以外の部分）
道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

床面積 500㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は ３ 階 以 上

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

床面積

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上）

その他： 3,000㎡以上 注3

200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

床面積
地階・2階以上の階



屋 内 消 火 栓 設 備 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）1号消火栓

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注1

収容人員10人以上 注4

全部

全部

500㎡以上

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全部 注3

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

指 定 可 燃 物

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物

(13)項ロ　飛行機又は回転翼航空機の格納庫
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

   従業者の数収 容 人 員 算 定 法

防 炎 防 火 対 象 物 高さ31ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　 150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床 面 積　 50㎡以上

少 量 危 険 物 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

（水噴・泡・不活性・粉末）
400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場
床面積

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

機械装置駐車　収容台数10台以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

注2

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

漏 電 火 災 警 報 器

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1000㎡以上

　温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

一 般 全部

自 動 火 災 報 知 設 備

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

通 信 機 器 室 床面積

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

避 難 器 具
3階以上の階のうち、当該階か
ら避難階又は地上に通ずる階
段が2以上設けられていない階

誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識

避 難 口 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上）

標 識 全部

排 煙 設 備 地階又は無窓階の床面積　1,000㎡以上のもの

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注2

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの
・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延べ面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 ・地階を除く階数11以上のもの（11階以上の階）

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

注1　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

　　   ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注2　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注3　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注4　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上

全　部

延面積 300㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延面積30,000㎡以上

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの



　注8

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注3

を有するものに設置

収容人員10人以上 注7

延面積

全　部

300㎡以上

600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　５００㎡以上 注5

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積 1000㎡以上 注6

(14)項　倉庫
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 高さ31ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　 150㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
3 階 以 上 の 階

床 面 積　 50㎡以上

少 量 危 険 物 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

収 容 人 員 算 定 法        従業者の数

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
4 階 以 上 の 階

床面積　150㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

ラ ッ ク 式 倉 庫

高 層 建 築 物 階数11以上のもの（11階以上の階）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

注2

天井高が10ｍを超え、かつ延面積700㎡以上 注1

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般

1号消火栓

延面積　700㎡以上

注1

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

（水噴・泡・不活性・粉末）
400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

300㎡以上

機械装置駐車　収容台数10台以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

駐 車 場
床面積

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

その他： 3,000㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 注4

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

屋上

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

延面積　　500㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

床面積　　　３００㎡以上　　

　　全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積 1000㎡以上

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備
・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

避 難 器 具
3階以上の階のうち、当該階か
ら避難階又は地上に通ずる階
段が2以上設けられていない階

誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識

避 難 口 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階、無窓階及び11階以上の部分（C級以上）

標 識 全部

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計 700㎡以上

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注4

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備総 合 操 作 盤

奈良県広域消防長が指定するもの
・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを除く

注2　規則13②で定める部分を除く。

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上　　　　　

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 ・地階を除く階数11以上のもの（11階以上の階）

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注1　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注5　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注8　ラック式倉庫とは、棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫

注3　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

　　   ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

注7　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積 1,000㎡以上

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上かつ、延面積30,000㎡以上

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地
階の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設
備等が設置されているもの



避 難 口 地階・無窓階・11階以上の部分（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階・無窓階・11階以上の部分（C級以上）

標 識

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注4

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

（屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

床面積 1,000㎡以上

誘 導 灯

全部

避 難 器 具

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般 延面積

消 防 検 査 対 象 物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 階数11以上のもの（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ延面積30,000㎡以上

総 合 操 作 盤 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

奈良県広域消防長が指定するもの ・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを
除く

延面積 1,000㎡以上

全　部

延面積 300㎡以上

注7　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注5　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注1　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

注2　規則13②で定める部分を除く。

注3　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注4　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注6　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

を有するものに設置

連 結 送 水 管

一 般
・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

全部

排 煙 設 備

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計　　700㎡以上

・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が3以上のもの

収容人員10人以上 注7

漏 電 火 災 警 報 器
一 般 延面積 1,000㎡以上

契 約 電 流 容 量

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

3 階 以 上 の 階 又 は 地 階

地階、無窓階　　 収容人員100人以上

その他の階 収容人員150人以上

3階以上の階のうち、当該階から避難階又は地上に通ずる
階段が2以上設けられていない階

1,000㎡以上

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

注5

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注6
５０アンペアを超えるもの

自 動 火 災 報 知 設 備

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

床面積　　　３００㎡以上　　

　　全部

床面積
600㎡以上

一 般

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、

延面積　　1,000㎡以上

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上

200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

500㎡以上

屋上

床面積

300㎡以上

その他： 3,000㎡以上 注4

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注３

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

駐車場

地階・2階以上の階

機械装置駐車　収容台数10台以上

1階

（上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

床面積

1号消火栓

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

地 階 ・ 無 窓 階

高 層 建 築 物

屋 内 消 火 栓 設 備

一 般

地階・無窓階又は４階以上の階

指 定 可 燃 物

注2

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

注1
一号消火栓又は

二号消火栓
延面積

床面積

危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

1,000㎡以上

200㎡以上

階数11以上のもの（11階以上の階）

(15)項　　　前各項に該当しない事業場
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積

防 炎 防 火 対 象 物 高さ31ｍを超えるもの

消 火 器

一 般 延面積　300㎡以上

地 階 ・ 無 窓 階 又 は
３ 階 以 上 の 階

床面積　50㎡以上

少 量 危 険 物
指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

３㎡
従業者の数＋収容人員算定法



注16

注13　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注8

注13避 難 器 具 3 階 （ 2 階 ） 以 上 の 階

（上記以外の部分）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

地 階

漏 電 火 災 警 報 器
一 般

注10
契 約 電 流 容 量 50アンペアを超えるもの

延面積　500㎡以上、かつ（１）～（４）、（５）イ、（６）、（９）イ　の床面積の合計　　300㎡以上

床面積の合計1,000㎡以上、かつ（１）～（４）、（５）イ、（６）、（９）イ　の床面積の合計　　500㎡以上
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

延面積　　500㎡以上

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

(16)項イ　複合用途防火対象物（特定用途が存するもの）
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

各用途部分ごとに算出した人員の合計数

防 炎 防 火 対 象 物 １項から4項、5項イ、6項、9項イ、12項ロに掲げる用途部分又は高さ31ｍを超えるもの

消 火 器

各用途部分の設置基準に従って設置

少 量 危 険 物 危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
危政令別表第4の数量以上の指定可燃物指 定 可 燃 物

収 容 人 員 算 定 法

屋 内 消 火 栓 設 備
各用途部分の設置基準に従って設置

指 定 可 燃 物 1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

一 般 各用途部分の設置基準に従って設置 注1

地 階 ・ 無 窓 階 各用途部分の設置基準に従って設置 注2

4 階 以 上 10 階 以 下 の 階 各用途部分の設置基準に従って設置 注3

高 層 建 築 物 階数11（地階を除く）以上のもの 注4

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

駐 車 場

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

屋上 300㎡以上

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

注5

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注9

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上

注7

屋 外 消 火 栓 設 備 1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上 注6

ベ ル 等 + 放 送 設 備
収容人員300人以上

地階を除く階数が11以上又は地階の階数が3以上

避 難 口

通 路

3階（(2)項、(3)項の用途部分が2階に存するときは、2階）から避難階又は地上
に通ずる階段が2以上設けられていない階

収容人員10人以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

自 動 火 災 報 知 設 備

一 般 延面積　　300㎡以上

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

床面積　　　300㎡以上　　

全　部

特 定 一 階 段 等
防 火 対 象 物

全　部

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）
消 防 用 水

・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注6

排 煙 設 備 各用途部分の設置基準に従って設置

連 結 散 水 設 備 地 階 床面積の合計700㎡以上

連 結 送 水 管

地階を除く階数が7以上

地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

道路の用に供される部分を有するもの

地階を除く階数11以上（11階以上の階）

無 線 通 信 補 助 設 備

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

総 合 操 作 盤

一 般
延面積50,000㎡以上

地階を除く階数が15以上で、延面積30,000㎡以上

消防長又は消防署長が火災
予防上必要があると認めて
指定するもの

地階を除く階数が11以上で、延面積10,000㎡以上

地階を除く階数が5以上で、延面積20,000㎡以上

地階の床面積の合計5,000㎡以上

注1　　1項から4項、5項イ、6項、9項イの用途に供される部分（スプリンクラー代替区画部分を除く）の床面積の合計3,000㎡以上の場合（当該用途の存する階は、他用途部分も含め階全てに設置）

注2　　1項から4項、5項イ、6項、9項イの用途に供される部分が存する階で当該用途に供される部分の床面積1,000㎡以上の場合

全　部

注3　　1項、3項、5項イ、6項、9項イの用途に供される部分が存する階で、当該用途に供される部分（スプリンクラー代替区画部分を除く）の床面積1,500㎡以上の場合（ただし、2項、4項の場合は1,000㎡以上）

注4　　総務省令で定める部分（規13；スプリンクラー代替区画）を除く

注5　 「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

令別表第1(1)項から(4)項、(5)項
イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イに掲げ
る防火対象物

注12　(6)項イ（1）、（2）、（6）項ロの用途に供する部分に設置するものについては、自動火災報知設備と連動必要

延面積

延面積 300㎡以上 又は特定一階段等防火対象物

1,000㎡以上 又は特定一階段等防火対象物

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物 注9

注10　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は野縁若しくは下地を準不燃料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有する

　  　構造の防火対象物

注9　地階又は３階以上の階に存するもので避難階又は地上に直通する階段が２（階段及び傾斜路が屋外のもの、特別避難階段（建基令第123条）又は屋内避難階段（平成14年消防庁告示7号）にあっては1）以上ないもの。

注6　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注8　地階又は無窓階に存する2項イ～ハ、3項の用途部分の床面積の合計が100㎡以上

注9

又は（2）項二、（5）項イ、(6)項イ（1）～（3）、（6）項ロ及び（6）項ハ（入居させ又は宿泊させるものに限る）の用途に供される部分が存するもの
消 防 検 査 対 象 物

注14　（1）項～（4）項、（9）項イの用途が存する階で、床面積が1,000㎡以上の時は、表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

注15　（1）項～（4）項、（9）項イの用途が存する階で、床面積が1,000㎡以上の時は、表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注16を除く。

注16　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

誘 導 灯

全部 （床面積1,000㎡以上は、B級以上　　その他は、C級以上（矢印付にあっては、B級以上） 注14

全部 （床面積1,000㎡以上は、B級以上　　その他は、C級以上) 注15

客 席

標 識 全部

(1)項の用途に供する部分

      　「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注7　（2）項二、（5）項イ、(6)項イ（1）～（3）、（6）項ロ及び（6）項ハ（入居させ又は宿泊させるものに限る）の用途に供される部分は、面積に関係なく当該部分に設置

注11　（2）項二、（5）項イ、(6)項イ（1）～（3）、（6）項ロ及び（6）項ハ（入居させ又は宿泊させるものに限る）の用途に供される部分は、面積に関係なく当該部分に設置

注11

床面積

注12



全　部

延面積 1,000㎡以上

300㎡以上

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

      　 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

（不活性・ハロゲン・粉末）

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

５０アンペアを超えるもの
注4

誘 導 灯

避 難 口 地階・無窓階・11階以上の部分　（C級以上、矢印付はB級以上）

通 路 地階・無窓階・11階以上の部分　（C級以上）

標 識

非 常 警 報 設 備

ベ ル 等 収容人員50人以上又は地階・無窓階の収容人員20人以上

注4　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

を有するものに設置

無 線 通 信 補 助 設 備

避 難 器 具 3 階 （ 2 階 ） 以 上 の 階
3階（(2)項、(3)項の用途部分が2階に存するときは、2階）から避難階又は地上
に通ずる階段が2以上設けられていない階

収容人員10人以上 注5

各用途部分の設置基準に従って設置一 般

自 動 火 災 報 知 設 備

地階・2階以上の階　 床面積 200㎡以上

床面積　300㎡以上

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

指 定 可 燃 物

延面積

奈良県広域消防長が指定するもの

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、
(9)項ロ、(10)項から(15)項、(16)項
ロに掲げる防火対象物

地階を除く階数が11以上かつ、延面積10,000㎡以上、又は地階
の床面積の合計が5,000㎡以上のもので、右欄の消防用設備等
が設置されているもの

・令12条1項の規定に基づくスプリンクラー設備

全部

契 約 電 流 容 量

(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロから(11)項、(12)項ロ、(15)項

(12)項イ、(14)項
1 号 消 火 栓

注1

床面積

注3

全　部

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

6,000㎡以上、

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注2

その他： 3,000㎡以上

駐 車 場

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上

(16)項ロ　　　（16）項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 １２項ロに掲げる用途部分又は高さ３１ｍを超えるもの

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 上 部 分

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

600㎡以上 （屋上部分）
（水噴・泡・不活性・粉末）

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

高 層 建 築 物

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

屋上 300㎡以上

各用途部分の設置基準に従って設置

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物
・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

注5　階段数が１の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注1　規則13②で定める部分を除く。

注3　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

消 防 検 査 対 象 物

消 火 器

一 般

指 定 可 燃 物

少 量 危 険 物

各用途部分の設置基準に従って設置

１号消火栓又は２号消火栓
一 般 、 地 階 、 無 窓 階

非 常 コ ン セ ン ト 設 備 一 般 地階を除く階数11以上（11階以上の階

連 結 散 水 設 備 地 階

点 検 ・ 報 告 対 象 物

・令13条1項の規定による水噴霧等消火設備（移動式のものを
除く

有 資 格 者 点 検 対 象 物

総 合 操 作 盤

一 般
・延面積50,000㎡以上

・地階を除く階数が15以上であり、かつ、延面積30,000㎡以上

・地階を除く階数が7以上

・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

・道路の用に供される部分を有するもの

連 結 送 水 管

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

階数11以上のもの（11階以上の階）

各用途部分の設置基準に従って設置

9,000㎡以上、 準耐：

（上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）
1階 500㎡以上

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

収 容 人 員 算 定 法 各用途部分ごとに算出した人員の合計数

屋 内 消 火 栓 設 備

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備 温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

一 般 各用途部分の設置基準に従って設置

危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分

地階・無窓階又は３階以上

11 階 以 上 の 階

床面積

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

指 定 可 燃 物

400㎡以上

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

屋 外 消 火 栓 設 備 １ ・ ２ 階 床 面 積 合 計 耐火：

排 煙 設 備 各用途部分の設置基準に従って設置

床面積 700㎡以上

600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）
消 防 用 水

・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注3

ベ ル 等 + 放 送 設 備
　・地階を除く階数が11以上のもの

　・地階の階数が3以上のもの

漏 電 火 災 警 報 器



注8

注3

注4

注5　(6)項イ（1）、（2）、（6）項ロの用途に供する部分に設置するものについては、自動火災報知設備と連動必要

(16の２)項　　　地下街
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 全部

消 火 器

一 般 全部

指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物

・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

少 量 危 険 物

収 容 人 員 算 定 法 　　　　各用途部分ごとに算出した人員の合計数

注1

一 般
(6)項ロの用途に供される部分 注2

危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）
屋 内 消 火 栓 設 備

一 般

指 定 可 燃 物

延面積　　1,000㎡以上

１号消火栓又は２号消火栓

１ 号 消 火 栓

延面積　150㎡以上

間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

を有するものに設置

全部

注4

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上 （上記以外の部分）

注5

注2　火災発生時の延焼を抑制する機能（規則12条の2）を備える構造を有する部分を除く。

 ・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

 ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

点 検 ・ 報 告 対 象 物 全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物 延面積　1,000㎡以上

注1　主要構造部を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火構造で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

屋 外 消 火 栓 設 備

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備

注3

一 般
（２）項二、（５）項イ、（６）項イ（１）から（３）まで、（６）項ロ、（６）項ハ（利用者を入居させ、又は宿泊させるもの）に供する部分

延面積　 300㎡以上

自 動 火 災 報 知 設 備

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分 床面積

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

200㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

消 防 検 査 対 象 物

連 結 送 水 管
延面積　1,000㎡以上

消 防 用 水

排 煙 設 備 一 般 延面積　1,000㎡以上

総 合 操 作 盤

延面積　1,000㎡以上

一 般 延面積　1,000㎡以上

連 結 散 水 設 備

道路の用に供される部分を有するもの

延面積　300㎡以上、又は（２）項二、（５）項イ、(6)項イ（１）～（３）、（６）項ロ、（6）項ハ（利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る）の用途に供される部分が存するもの

一 般 延面積　1,000㎡以上

一 般

無 線 通 信 補 助 設 備 一 般

延面積　　700㎡以上

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

避 難 器 具

非 常 警 報 設 備 ベ ル 等 + 放 送 設 備 全部

避 難 口

誘 導 灯

全部 B級以上

全部 B級以上

(1)項の用途に供する部分

地階・2階以上の階 200㎡以上
（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

1階 500㎡以上

地階・2階以上の階 200㎡以上

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

500㎡以上

屋上 300㎡以上

機械装置駐車　収容台数10台以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

1,000㎡以上

注6　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

通 路

客 席

注6

注7

床面積
600㎡以上 （屋上部分）

（水噴・泡・不活性・粉末）
400㎡以上 （上記以外の部分）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積

注7　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注8を除く。

注8　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

漏 電 火 災 警 報 器 一 般 延面積　300㎡以上

一 般 延面積
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

駐 車 場
床面積 1階



注5

注1

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

屋 外 消 火 栓 設 備

（屋上部分）

一 般 延面積　1,000㎡以上、かつ(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イの部分の床面積合計　500㎡以上
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

消 防 用 水

総 合 操 作 盤

非 常 警 報 設 備 ベ ル 等 + 放 送 設 備 全部

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備

延面積　500㎡以上で、かつ(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イの床面積の合計が300㎡以上

自動火災報知設備

避 難 器 具

（上記以外の部分）

通 信 機 器 室 床面積

漏 電 火 災 警 報 器

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

600㎡以上 （屋上部分）

400㎡以上

(16の３)項　　　建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（準地下街）
項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

防 炎 防 火 対 象 物 全部

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

一 般 延面積　　1,000㎡以上、かつ、(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)イの床面積の合計　500㎡以上

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

消 火 器

一 般 全部

屋 内 消 火 栓 設 備 指 定 可 燃 物

少 量 危 険 物

指 定 可 燃 物

・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物

・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

指 定 可 燃 物

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

地階・2階以上の階 200㎡以上

地階・2階以上の階 200㎡以上

1階 500㎡以上

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

床面積 （泡・不活性・ハロゲン・粉末）

駐 車 場
床面積

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）
屋上 300㎡以上

機械装置駐車　収容台数10台以上

1階 500㎡以上

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

一 般

指 定 可 燃 物 危政令別表第４の数量の500倍以上の指定可燃物

駐 車 場 部 分

一 般 全部

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積

500㎡以上

床面積 200㎡以上

注2

屋 上 部 分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

床面積
600㎡以上

（水噴・泡・不活性・粉末）
400㎡以上 （上記以外の部分）

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

床面積 200㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

通 信 機 器 室 床面積 500㎡以上 （不活性・ハロゲン・粉末）

注4　表示面の明るさが25カンデラ以上のもの　ただし、注5を除く。

注5　通路誘導灯を廊下に設置する場合であって、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができる場合は、Ｃ級以上とすることができる。

全部 B級以上

通 路 全部 B級以上 注4

注3　表示面の明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するもの。

消 防 検 査 対 象 物 （２）二、（５）イ、(6）イ（１）～（３）、（６）ロ、（6）ハ（利用者を入居させ又は宿泊させるものに限る）、（16）イ（前記の用途部分を含むもの）の用途に供される部分が存するもの

点 検 ・ 報 告 対 象 物 全部

有 資 格 者 点 検 対 象 物

無 線 通 信 補 助 設 備

  ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

延面積　1,000㎡以上

注1　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

避 難 口 注3
誘 導 灯

注2　(6)項イ（1）、（2）、（6）項ロの用途に供する部分に設置するものについては、自動火災報知設備と連動必要



注4

温泉の採取のための設備が設置されているもの（収容人員１人未満、２面以上開放された室、温泉法に規定する可燃性ガス濃度以下のものを除く。）

注4

を有するものに設置

全部

排 煙 設 備

無 線 通 信 補 助 設 備

漏 電 火 災 警 報 器

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備

全部

延面積　500㎡以上

一 般

  ・「不燃性ゴム等」とは、不燃性又は難燃性のゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくず

注2　　・「油紙類」とは、動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品

道 路 の 用 に 供 さ れ る
部 分 を 有 す る も の

誘 導 灯
(1)～(4)、(5)イ、(6)、(9)ｲの用途に供する部分

　全　部

・地階を除く階数が11以上のもの

・地階の階数が３以上のもの

非 常 警 報 設 備

点 検 ・ 報 告 対 象 物

有 資 格 者 点 検 対 象 物

　間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

(17)項　　　文化財

指 定 可 燃 物

防 炎 防 火 対 象 物

項 目 基　　準　　　（　　令　　・　　規　　則　　）

高さ31ｍを超えるもの

全　部

屋 内 消 火 栓 設 備

・木材加工品及び木くず（水噴・泡・不活性・ハロゲン）

注2

収 容 人 員 算 定 法

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

ハ ロ ゲ ン 化 物 消 火 設 備

粉 末 消 火 設 備

駐 車 場

600㎡以上

屋 上 部 分

200㎡以上

鍛 造 場 ・ ボ イ ラ ー 室 ・
乾 燥 室 等 （ 多 量 の 火 気 ）

自 動 車 の 修 理
整 備 部 分

発 電 機 ・ 変 圧 器 等
電 気 設 備

・紙くず（油紙類に限る）又は石炭、木炭類（水噴・泡）

高 層 建 築 物 階数11（地階を除く）以上のもの

指 定 可 燃 物 危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

注1

通 信 機 器 室

（上記以外の部分）
道 路 の 用 に
供 さ れ る 部 分

（水噴・泡・不活性・粉末）

500㎡以上

（不活性・ハロゲン・粉末）

床面積

（不活性・ハロゲン・粉末）

300㎡以上

（不活性・ハロゲン・粉末）

200㎡以上

スプリンクラーヘッド未警戒部分の補完　補助散水栓又は屋内消火栓

回転翼航空機・垂直離着陸航空機の発着場 （泡・粉末）

床面積

機械装置駐車　収容台数10台以上

・綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず（油紙類を除く）、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類（不燃性ゴム等を除く）

（水噴・泡・不活性）

1 ・ 2 階 床 面 積 合 計 耐火： 9,000㎡以上、 準耐： 6,000㎡以上、 その他： 3,000㎡以上

地 階

非 常 コ ン セ ン ト 設 備

避難階又は地上に直通する階段が１の階　　収容人員10人以上

床面積

400㎡以上

危政令別表第4の数量の1,000倍以上の指定可燃物

指 定 可 燃 物

床面積

（泡・不活性・ハロゲン・粉末）

（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

床面積
地階・2階以上の階 200㎡以上

1階 500㎡以上

地階・2階以上の階 200㎡以上

1階 500㎡以上

屋上

屋 外 消 火 栓 設 備

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備 屋内・屋外消火栓設備設置対象物

・可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類（不燃性ゴム等に限る）（水噴・泡・不活性・ハロゲン・粉末）

消 防 機 関 へ 通 報 す る
火 災 報 知 設 備

一 般

一 般
・地階を除く階数が７以上のもの

床面積

5㎡

一 般

少 量 危 険 物

指 定 可 燃 物

消 火 器 ・危政令別表第3に定める指定数量の1/5以上で指定数量未満の少量危険物

・危政令別表第4の数量以上の指定可燃物

1号消火栓 危政令別表第4の数量の750倍以上の指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く）

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

注3

自 動 火 災 報 知 設 備

避 難 器 具 ３ 階 以 上 の 階

床面積

（屋上部分）

ベ ル 等 収容人員50人以上、地階・無窓階で収容人員20人以上

ベ ル 等 + 放 送 設 備

注5　階段数が1の判断は、避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する階にあっては、その区画ごとに判断する。

注5

避 難 口

通 路

標 識 全部

消 防 用 水
・敷地面積20,000㎡以上かつ、1・2階床面積合計　耐火：15,000㎡以上、準耐：10,000㎡以上、その他：5,000㎡以上 注3

・高さ31ｍを超えかつ、建築物の延面積25,000㎡以上（地階を除く）

全部

消 防 検 査 対 象 物

延面積　1,000㎡以上

総 合 操 作 盤

床面積の合計　　700㎡以上

連 結 送 水 管
・地階を除く階数が5以上で、延面積6,000㎡以上

注3　　同一敷地内に2以上の建築物がある場合、相互の外壁間の中心線からの水平距離が1階3ｍ以下、2階5ｍ以下である部分を有するものは１の建築物であるとみなす。ただし、屋外消火栓にあっては耐火・準耐火建築物を除く。

注1　規則13②で定める部分を除く。

一 般 地階を除く階数11以上（11階以上の階

延面積　300㎡以上

連 結 散 水 設 備


